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【インボイス制度】 免税事業者に対する源泉徴収ミスに注意！
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10月1日からインボイス制度が導入され、事業者の多くは手探りでの実務対応が続いているのではないで

しょうか？　制度開始後にインボイス発行事業者以外に報酬を支払う場合には、源泉徴収税額の計算方法を

間違えないように注意しましょう。

源泉徴収の対象となる金額は？
個人事業主やフリーランス、士業などに報酬を支払う場合、一定の取引については源泉徴収の対象となりま

す。　源泉徴収税額を計算する場合には、原則としては消費税額を含めた「税込価格」をもとに源泉徴収を

行いますが、請求書などで本体価格と消費税額が明確に区分されている場合には、「本体価格」を基準とし

て計算することが可能です。

■原則：税込価格

■本体価格と消費税が区分されている場合：本体価格

仕訳処理と混同しないように注意！
インボイス制度開始後に、インボイス発行事業者以外と取引した場合には、経過措置によって、最初の3年間

は支払った消費税相当額の80％を仕入税額控除できます。　この経過措置を適用し、たとえば免税事業者

である外注先に33,000円（税込）を支払った場合、税抜経理方式では以下のように計上されます。

インボイス制度が始まり、既存業務に対する影響をひとつずつ確認しながら対応する事業者も多いでしょう。

インボイス発行事業者以外への報酬に対する源泉徴収については、会計ソフト自体の計算方法に誤りがある

ケースもあるため、くれぐれもご注意ください。

お問い合わせ
西田了税理士事務所/西村一成税理士事務所

山口県周南市緑町２丁目13番地  MAIL：info@nishi24.jp　TEL:0834-31-2807

借方 貸方

外注加工費 30,600円 普通預金 33,000円

仮払消費税等 2,400円

このような場合においても、請求書において本体価格と消費税が区分されている場合には、制度開始前と

同様に、本体価格30,000円を源泉徴収の対象とすることが正しいです。　会計ソフトによっては、仕訳上

の30,600円をもとに源泉徴収税額が計算されてしまう場合もあるためご注意ください。
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